
再入国用EDカードの記入について

出国の日から1年（特別永住者は2年）以内に再入国する場合、

出国時に空港で在留カードと再入国用EDカードを必ず提示し、

再入国することを伝えなくてはいけません。
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在留期間の満了日が出国の日から１年を経過する前に到来する場合、

再入国期限は在留期間の満了日までとなります。

再入国用EDカードで意思表示をしなければ、

現在の在留資格が無効になります!

1年（特別永住者は2年）の期間を超えて出国する予定がある場合は、

空港ではなく、事前に入国管理局で再入国許可を受けて出国する必要があります。

一時出国するときはご注意ください！
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